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既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた検討スケジュール

令和元年 令和２年

１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

全ダムの運用
に関する検証

・放流設備等の構造条件の調査

・設備改良の優先度の整理

事前放流等に関する
ガイドラインの整備

（国土交通省）

水系毎の協議の場

治水協定の締結
（水系毎：各地方整備局等と

ダム管理者）

工程表の作成
（水系毎：ソフト・ハード対策の

組合せ）

新たな運用の開始

出水期より
運用開始

設置

現況の放流設備を前提として確保
できる追加的な容量を算出

設備改良の優先度の整理

治水協定のひな形を作成

ガイドライン（骨子）
作成

工程表のひな形を作成

「基本方針」では
４月までに作成

「基本方針」では
５月までに締結

「基本方針」では
６月までに作成

会議の開催に加え、電話やメール等
にてダム管理者等と協議調整

治水協定締結

ガイドライン策定

各ダムの基準降雨量等
の算出・算定等を調整
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１級水系における治水協定の締結状況

■ １級水系１０９水系のうち、ダムのある全９９水系において治水協定に合意済み。

■ これにより、１級水系全体としては、水害対策に使える容量の割合が、これまでの約３割
[46億㎥]から約６割 [91億㎥]（＋45億㎥）へ倍増する見込み。

※なお、１級水系において、ダムが存在しない水系（１０水系）があることや、各水系によりダムの数や
大きさ（有効貯水容量）も異なるため、全ての水系で水害対策に使える容量が一様（同程度） に増加する
ものではない。また水系内でも、その支川ごとにダムの所在に偏りがあることに留意。

※例えば、八ッ場ダムの有効貯水容量は0.9億㎥

■ 将来的な容量の更なる拡大等に向けて、６月に工程表を策定。
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ダム名

有効
貯水
容量

(千m３)

洪水調節容量 洪水調節可能容量
水害対策に
使える容量

基準
降雨量

容量
(千m3)

有効貯水
容量に

対する割合

容量
(千m3)

有効貯水
容量に

対する割合

有効貯水
容量に

対する割合
（mm）

●漆沢 16,000 9,500 59.4% 6,500 40.6% 100.0% 171

●南川 9,200 4,400 47.8% 3,370 36.6% 84.5% 134

●宮床 5,000 2,000 40.0% 1,130 22.6% 62.6% 145

○二ツ石 9,700 0 0.0% 1,540 15.9% 15.9% 131

○孫沢 685 0 0.0% 685 100.0% 100.0% 150

○花川 180 0 0.0% 80 44.4% 44.4% 191

○嘉太神 719 0 0.0% 719 100.0% 100.0% 143

○牛野 500 0 0.0% 500 100.0% 100.0% 144

合計 41,984 15,900 37.9% 14,524 34.6% 72.5% -

孫沢ダム［A、宮城県（農）］

花川ダム［A、宮城県（農）］

牛野ダム［A、宮城県（農）］

嘉太神ダム［A、大和町（農）］

南川ダム
［ FNW］

宮床ダム
［ FNW］

二ツ石ダム［A、農政局］

筒砂子ダム［FNAP］
漆沢ダム（再）
［ FNWIP、東
北地方整備
局］

鳴瀬川水系の治水協定締結について

○ ５月２９日（金）に治水協定を締結済み
○ 鳴瀬川水系では、水害対策のために使える容量の割合がそれまでの３７．９％から、締結後に７２．５％へと向上

既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づく 「協議の場」
【構成員】

〇河川管理者
・国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所
・宮城県土木部

〇ダム管理者
・農林水産省東北農政局北上土地改良調査管理事務所
・宮城県土木部
・宮城県農政部
・宮城県北部地方振興事務所
・宮城県仙台地方振興事務所
・色麻町外１市１ヶ村花川ダム管理組合
・大衡村外１町牛野ダム管理組合
・鳴瀬川沿岸土地改良区
・吉田川流域溜池大和町外３市３ヶ町村組合

〇関係利水者
・吉田川水系利水委員会
・宮城県公営企業
・松島町水道事業
・東北電力株式会社宮城発電技術センター
・仙台市水道事業

○水害対策に使える容量（８ダム）

締結前３７．９％ 締結後７２．５％
（約１，４５０万ｍ３の増加）※

※容量としては八ッ場ダム0.2個分に相当

※●：多目的ダム、○：利水ダム

F:治水 N:流水の正常な機能の維持 A:農業用水 W:水道用水 I:工業用水 P:発電 3

国土交通省所管（直轄建設）ダム[目的]

国土交通省所管（道府県管理）ダム[目的]

利水ダム[目的、管理者]

基準地点

主要な地点

流域界

大臣管理区間

凡例



ダム名
有効貯水

容量
(千m３)

洪水調節容量 洪水調節可能容量
水害対策に
使える容量

基準
降雨量

容量
(千m3)

有効貯水
容量に

対する割合

容量
(千m3)

有効貯水
容量に

対する割合

割合 （mm）

○小河内 185,400 0 0.0% 35,583 19.2% 19.2% 450

○白丸調整池 300 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 450

合計 185,700 0 0.0% 35,583 19.2% 19.2% -

多摩川水系の治水協定締結について

○ ５月２７日（水）に治水協定を締結済み

○ 多摩川水系では、水害対策のために使える容量の割合がそれまでの０％から、締結後に１９．２％へと向上

既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づく 多摩川水系 協議会
【構成員】
〇河川管理者
・国土交通省関東地方整備局河川部
・国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所
・東京都建設局河川部計画課
・神奈川県県土整備局河川下水道部河川課

※●：多目的ダム、○：利水ダム

〇ダム管理者
・東京都水道局浄水部浄水課（小河内ダム）
・東京都交通局車両電気部管理課（白丸調整池）

○水害対策に使える容量（２ダム）

締結前０％ 締結後１９．２％
（約３，６００万ｍ３の増加）※

※容量としては八ッ場ダム0.4個分に相当
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ダム名
有効貯水

容量
(千m３)

洪水調節容量 洪水調節可能容量
水害対策に
使える容量

基準降雨量

容量
(千m3)

有効貯水
容量に

対する割合

容量
(千m3)

有効貯水
容量に

対する割合

容量
(千m3)

（mm）

●宮ヶ瀬 183,000 45,000 24.6% 25,920 14.2% 38.8% 450

●城山 54,700 27,500 50.3% 19,912 36.4% 86.7% 480

●深城 5,140 4,390 85.4% 750 14.6% 100.0% 480

○相模 48,200 0 0.0% 27,992 58.1% 58.1% 480

○沼本 1,534 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 480

○道志 616 0 0.0% 392 63.6% 63.6% 480

○大野 467 0 0.0% 566 121.2% 121.2% 480

○葛野川 8,300 0 0.0% 9,840 118.6% 118.6% 480

合計 301,957 76,890 25.5% 85,372 28.3% 53.7%

相模川水系の治水協定締結について

○ ５月２８日（木）に治水協定を締結済み
○ 相模川水系では、水害対策のために使える容量の割合がそれまでの２５．５％から、締結後に５３．７％へと向上

既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づく 相模川水系 協議会
【構成員】

〇河川管理者
・国土交通省関東地方整備局河川部
・国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所
・神奈川県県土整備局河川下水道部河川課
・山梨県県土整備部治水課

○水害対策に使える容量（８ダム）

締結前２５．５％ 締結後５３．７％
（約８，５００万ｍ３の増加）※

※容量としては八ッ場ダム1.0個分に相当

※●：多目的ダム、○：利水ダム

大野ダム［ P 、東京電力ホールディングス（株） ］

城山ダム

[FWI P]

深城ダム

[FNWP]

相模ダム

[WI P]

沼本ダム

[WI P]

道志ダム

[P]

葛野川ダム［ P 、東京電力

ホールディングス（株） ］

宮ヶ瀬ダム

[FNWP]

相模原市

山北町

緑区

清川村

愛川町
南区

中央区

厚木市

平塚市

海老名市

伊勢原市

秦野市
松田町

大和市
座間市

寒川町

大月市

茅ヶ崎市

道志村

都留市

小菅村

忍野村

山中湖村

富士吉田市

西桂町富士河口湖町

鳴沢村

笛吹市

甲州市

上野原市

神 奈 川 県

上野原市
山 梨 県

〇ダム管理者
・国土交通省関東地方整備局相模川水系広域ダム管理事務所（宮ヶ瀬ダム）
・山梨県県土整備部治水課（深城ダム）
・神奈川県県土整備局河川下水道部城山ダム管理事務所（城山ダム）
・神奈川県企業庁相模川水系ダム管理事務所（相模ダム、沼本ダム、道志ダム）
・東京電力ＨＤ(株)リニューアブルパワーカンパニー（大野ダム、葛野川ダム）

F:治水 N:流水の正常な機能の維持 A:農業用水 W:水道用水 I:工業用水 P:発電

〇関係利水者
・神奈川県内広域水道企業団、東部地域広域水道
企業団

・山梨県企業局
・横浜市、川崎市、横須賀市

凡 例

国土交通省所管（直轄管理）ダム[目的]

国土交通省所管（道府県管理）ダム[目的]

利水ダム[目的、管理者]

県境

市町村境

流域界

大臣管理区間
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（参考）神奈川県は、県管理の城山ダムについて、
更なる取組として、大雨の際に、下流に流せる量の
範囲でダムの放流量を増やし、ダムが満水になる
までの時間を引き延ばそうとする操作を実施。



天竜川水系の治水協定締結について

○ ５月２９日（金）に治水協定を締結済み

○ 天竜川水系では、水害対策のために使える容量の割合がそれまでの２１．１％から、締結後に８１．２％へと向上

既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づく 天竜川水系（上流・下流） 協議会
【構成員】（上流）
〇河川管理者
・国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所
・長野県建設部河川課

〇ダム管理者
・国土交通省中部地方整備局天竜川ダム統合管理事務所（美和ダム、小渋ダム）
・長野県建設部河川課（松川ダム、片桐ダム、横川ダム、箕輪ダム）
・長野県企業局電気事業課（高遠ダム）
・中部電力(株)再生可能エネルギーカンパニー飯田水力センター（平岡ダム、泰阜ダム、
岩倉ダム）

〇関係利水者
・長野県農政部農地整備課、長野県上伊那広域水道用水企業団、三峯川沿岸土地改良
区連合、上伊那郡河南土地改良区、長野県小渋川土地改良区、沢川水利運営委員会

・飯田市、松川町

【構成員】（下流）
〇河川管理者
・国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所
・静岡県交通基盤部河川砂防局河川企画課
・愛知県建設局河川課

〇ダム管理者
・国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所（新豊根ダム）
・電源開発(株)中部支店（秋葉ダム、佐久間ダム、水窪ダム、船明ダム）

〇関係利水者
・農林水産省関東農政局西関東土地改良調査管理事務所、
静岡県企業局水道企画課

ダム名
有効貯水

容量
(千m３)

洪水調節容量 洪水調節可能容量 水害対策に
使える容量

基準
降雨量

容量
(千m3)

有効貯水
容量に

対する割合

容量
(千m3)

有効貯水
容量に

対する割合
割合 （mm）

●美和 20,745 16,200 78.1% 2,189 10.6% 88.6% 330

●小渋 37,100 35,300 95.1% 809 2.2% 97.3% 330

●新豊根 40,400 10,500 26.0% 38,178 94.5% 120.5% 278

●松川 5,400 3,300 61.1% 2,548 47.2% 108.3% 246

●片桐 1,310 890 67.9% 420 32.1% 100.0% 260

●横川 1,570 1,420 90.4% 258 16.4% 106.9% 175

●箕輪 8,300 4,500 54.2% 1,296 15.6% 69.8% 200

○平岡 4,829 0 0.0% 5,577 115.5% 115.5% 232

○泰阜 1,553 0 0.0% 1,925 124.0% 124.0% 232

○高遠 500 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 330

○岩倉 300 0 0.0% 119 39.7% 39.7% 232

○秋葉 6,672 0 0.0% 11,800 176.9% 176.9% 278

○佐久間 187,644 0 0.0% 116,000 61.8% 61.8% 278

○水窪 21,651 0 0.0% 11,500 53.1% 53.1% 278

○船明 3,600 0 0.0% 12,700 352.8% 352.8% 278

合計 341,574 72,110 21.1% 205,319 60.1% 81.2% -
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上流部

下流部

○水害対策に使える容量（１５ダム）
締結前２１．１％ 締結後８１．２％へ

※●：多目的ダム、○：利水ダム

（約２０，５００万ｍ３の増加）※

※容量としては八ッ場ダム2.3個分に相当



滝畑ダム［FAW、大阪府］

大門ダム[FN]

岩井川ダム[FN]

奈

大阪府

和歌山県

京都府

白川ダム[F]

初瀬ダム[FNW]

天理ダム[FNW]

狭山池ダム[FN]

富田林市
大阪狭山市 河南町

河内長野市

千早赤坂村

太子町

羽曳野市

松原市

柏原市

大阪市

平群町

生駒市 奈良市

大和郡山市

斑鳩町
三郷町

王寺町

香芝市

河合町

安堵町

上牧町

広陵町 田原本町

三宅町

川西町
天理市

大和高田市

葛城市

御所市

大淀町

明日香村

桜井市
橿原市

高取町

大和川水系の治水協定締結について

○ ５月２９日（金）に治水協定を締結済み
○ 大和川水系では、水害対策のために使える容量の割合がそれまでの２９．７％から、締結後に６３．２％へと向上

大和川水系 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた協議の場
【構成員】

〇河川管理者
・国土交通省近畿地方整備局河川部
・国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所
・大阪府都市整備部河川室
・奈良県県土マネジメント部河川整備課

○水害対策に使える容量（７ダム）

締結前２９．７％ 締結後６３．２％
（約６４０万ｍ３の増加）※

※容量としては八ッ場ダム0.1個分に相当

〇ダム管理者
・大阪府都市整備部河川室・農水室（狭山池ダム）

・奈良県県土マネジメント部河川整備課（天理ダム、初瀬ダム、白川ダム、
岩井川ダム、大門ダム）

・大阪府環境農林水産部（滝畑ダム）

F:治水 N:流水の正常な機能の維持 A:農業用水 W:水道用水 I:工業用水 P:発電

〇関係利水者
・河内長野市
・富田林市
・天理市
・桜井市

凡 例

国土交通省所管（直轄管理）ダム[目的]

国土交通省所管（道府県管理）ダム[目的]

利水ダム[目的、管理者]

県境

市町村境

流域界

大臣管理区間
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ダム名

有効
貯水
容量

(千m３)

洪水調節容量 洪水調節可能容量
水害対策に
使える容量

基準
降雨量

容量
(千m3)

有効貯水
容量に
対する割

合

容量
(千m3)

有効貯水
容量に

対する割合

有効貯水
容量に

対する割合
（mm）

●狭山池 2,800 1,000 35.7% 460 16.4% 52.1% 242

●天理 2,250 1,300 57.8% 1,140 50.7% 108.4% 176

●初瀬 3,740 2,390 63.9% 540 14.4% 78.3% 209

●白川 1,360 500 36.8% 550 40.4% 77.2% 148

●岩井川 690 430 62.3% 190 27.5% 89.9% 215

●大門 148 30 20.3% 70 47.3% 67.6% 194

○滝畑 8,018 0 0.0% 3,410 42.5% 42.5% 289

合計 19,006 5,650 29.7% 6,360 33.5% 63.2% -

※●：多目的ダム、○：利水ダム
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